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防
衛
省
に
お
け
る
裏
金
組
織
に
つ
い
て
の
調
査
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
六
九
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

防
衛
省
に
お
い
て
情
報
収
集
を
主
た
る
目
的
と
す
る
報
償
費
（
以
下
、
「
報
償
費
」
と
い
う
。
）
の
多
く
が
架
空
の
領
収

書
で
裏
金
化
さ
れ
、
幹
部
や
関
係
部
局
の
裁
量
で
使
え
る
よ
う
な
組
織
ぐ
る
み
の
不
正
経
理
を
長
年
に
渡
り
行
っ
て
い
た
こ

と
（
以
下
、
「
報
償
費
の
裏
金
化
」
と
い
う
。
）
が
判
明
し
、
ま
た
、
「
報
償
費
の
裏
金
化
」
に
よ
り
裏
金
化
さ
れ
た
「
報

償
費
」
の
一
部
が
、
防
衛
大
臣
、
副
大
臣
、
事
務
次
官
各
室
な
ど
防
衛
省
首
脳
レ
ベ
ル
の
人
物
へ
も
大
臣
官
房
秘
書
課
に

よ
っ
て
管
理
・
配
分
さ
れ
て
き
た
と
の
昨
年
十
二
月
の
新
聞
報
道
を
受
け
、
現
在
防
衛
省
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
、
長

岡
憲
宗
経
理
装
備
局
長
を
中
心
に
し
た
「
報
償
費
」
の
使
途
等
に
関
し
確
認
す
る
作
業
（
以
下
、
「
作
業
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
防
衛
省
と
し
て
は
、
現
在
、
一
通
り
聞
き
取
り
作
業
を
終
え
、
関
係
資
料
の
確
認
や
再

度
の
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
取
り
ま
と
め
の
段
階
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
作
業
を

終
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
質
問
主
意
書
を
提
出
し
て
か
ら
ほ
ぼ
一
カ
月
が
経
っ

た
本
年
六
月
五
日
現
在
、
「
作
業
」
の
進
捗
状
況
は
ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。
「
作
業
」
は
取
り
ま
と
め

の
段
階
に
至
っ
て
い
る
か
。

一



二

「
作
業
」
の
対
象
に
つ
い
て
、
本
年
四
月
十
八
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
八
五
号
）
で
は
「
防
衛
省
大

臣
官
房
、
防
衛
政
策
局
及
び
地
方
協
力
局
を
含
む
、
防
衛
省
の
報
償
費
の
う
ち
情
報
収
集
及
び
犯
罪
捜
査
に
関
す
る
も
の
を

使
用
し
て
い
る
部
署
す
べ
て
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
関
係
部
署
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
い
つ
「
作
業
」
が
行
わ
れ
た
の

か
、
時
系
列
で
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
作
業
」
に
つ
い
て
、
石
破
茂
防
衛
大
臣
よ
り
直
近
で
何
ら
か
の
指
示
は
下
さ
れ
て
い
る
か
。
下
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、

指
示
が
下
さ
れ
た
日
に
ち
及
び
内
容
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

四

こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
を
見
る
限
り
、
防
衛
省
は
少
な
く
と
も
本
年
四
月
八
日
の
段
階
で
一
通
り
の
「
作
業
」
を
終
え
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
一
で
、
未
だ
に
取
り
ま
と
め
の
段
階
に
至
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
右
の
時
点
か
ら
ほ
ぼ

二
カ
月
も
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
の
に
、
「
作
業
」
の
取
り
ま
と
め
に
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
時
間
が
か
か
る
の
か
、
そ
の
理
由

を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


